
「第 24 回鹿児島・香港交流会議」業務委託 
企画コンペ実施要領 

 

１ 業務概要 
(1) 業務委託名 

    「第 24 回鹿児島・香港交流会議」業務委託 

(2) 業務委託内容 別紙１のとおり 

 

２ 参加資格 

県内に本店・支店・営業所等を有し，海外旅行を幅広く実施できる旅行業法施行

規則に規定する第１種旅行業者であり，次に掲げる条件に該当しない者 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４に規定する者 

① 当該公募に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得な

い者 

② 鹿児島県との契約等において次のアからカまでのいずれかに該当すると認

められる者でその者について３年以内の期間を定めて一般競争入札に参加さ

せないとされた者及びその者を代理人，支配人その他の使用人又は入札代理人

として使用する者 

ア 契約の履行に当たり，故意に工事若しくは製造を粗雑にし，又は物件の品

質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

イ 競争入札又はせり売りにおいて，その公正な執行を妨げた者又は公正な価

格の成立を害し，若しくは不正の利益を得るために連合した者 

ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた

者 

エ 地方自治法第234条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり

職員の職務の執行を妨げた者 

オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

カ アからオにより一般競争入札に参加できないこととされている者を契約

の締結又は履行に当たり代理人，支配人その他の使用人として使用した者 

(2) 鹿児島県が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱に規定する者 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。

以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）であると認められる者 

イ 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員，支配人，営業所等（営業所，

事務所その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。）を代表する者その他

いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある

者若しくは経営を実質的に支配している者（以下「法人役員等」という。），

法人格を有しない団体にあっては代表者，理事その他法人役員等と同等の責

任を有する者又は個人にあってはその者，営業所等を代表する者その他いか

なる名称を有するものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者若

しくは経営を実質的に支配している者をいう。以下同じ。）が，鹿児島県暴

力団排除条例（平成 26 年鹿児島県条例第 22 号）第２条第３号に規定する暴

力団員等（以下「暴力団員等」という。）であると認められる者 

ウ 暴力団又は暴力団員等が，その経営に実質的に関与していると認められる

者 

エ 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者



に損害を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員等を利用していると認め

られる者 

オ 役員等が，暴力団又は暴力団員等に対して，いかなる名義をもってするか

を問わず，金銭，物品その他の財産上の利益を不当に提供し，又は便宜を供

与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し，又は関与してい

ると認められる者 

カ 役員等が，暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有して

いると認められる者 

キ 役員等が，暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をす

るためにこれらを利用していると認められる者 

 (3) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者 

 (4) 県税を滞納している者 

 

３ 手続等 

(1) 提出先 

鹿児島県観光・文化スポーツ部国際交流課 

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10 番１号 

電話： 099-286-2303，FAX：099-286-5522 

E-mail:kokusaikikaku@pref.kagoshima.lg.jp 

(2) 企画提案書の内容，提出部数，提出期限，提出場所，提出方法 

ア 内容 

      別紙２「企画提案書作成要領」による 

イ 提出部数 

  正本１部，副本５部 

ウ 提出期限 

  令和６年６月 19 日（水）午後５時まで 

エ 提出場所 

    (1)に同じ 

オ 提出方法 

  持参又は郵送（提出期限までに必着とする） 

(3) 選考 

  企画提案書に基づき，事務局において書類審査により選考する。 

  ※ 提案者によるプレゼンテーションは実施しない。 

 

４ 質問について 

今回の企画提案の内容について，質問等がある場合は，令和６年６月 12 日（水） 

までにメール又はＦＡＸにより提出してください（電話や来訪による質問はできま

せん）。また，質問等に対しては，事務局からメールで回答します。（質問主旨の

照会・確認等についてもメールで行います。） 

 

５ その他 

(1) 手続において使用する通貨は，日本国通貨に限ります。 

(2) 契約保証金は免除とします。 

(3) 企画提案書の作成及び提出に要する費用については，提出側の負担とします。 

(4) 企画案が選定された後，企画提案した者と事務局との間で，事業実施に向けた

協議を行います。なお，協議の結果，提案事業の内容の一部が変更・修正される

場合があります。 
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